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 保育園の概要 
 

設 置 者 ： 株式会社 リボーン 

         施 設 名 ： なおえつ保育園 

         所 在 地 ： 上越市西本町 4 丁目 17 番 6 号 

         電話・FAX ： 544-7082 544-7083 

         開   園 ： 平成 31 年 4 月 1 日 

                  民間移管 令和 4 年 4 月 1 日 

         建   物 ： 鉄筋コンクリート造 2 階建 

         定   員 ： 200 名 

         開 園 日 ： 365 日/年 

         開 園 時 間 ： 7：00～19：00 

         入 園 年 齢 ： 0 歳（おおむね 3 か月）～学齢まで 

         保 育 料 ： 上越市の基準により決定、3 歳以上児は無料 

         そ の 他 ： 特別保育事業 
                  一時預かり保育(平日.休日) 未満児保育 延長保育  

障害児保育 地域活動事業 

《保育形態》 
1.標準時間認定(月～土)   7：30～18：30  

‐延長時間‐ 朝 7：00～7：30 夕 18：30～19：00 
(100円＋おやつ 50円) 

 
2.短時間認定 (月～土)    8：30～16：30 

-延長時間- 朝 7：00～8：30 夕 16：30～19：00 
(30分毎 100円＋18：30おやつ 50円) 

 
3.一時保育 (月～土)    7：30～18：30 

‐保 育 料 - 3歳未満児 5時間未満：700円 5時間以上：1,710円(給食あり) 
3歳以上児 5時間未満 500円 5時間以上：1,280円(給食あり) 

‐延長時間‐ 朝 7：00～7：30 夕 18：30～19：00 
(100円)     (100円＋おやつ 50円) 

 
4.一時保育 (日.祝日)  7：30～18：30 

‐保 育 料 - 3歳未満児 5時間未満：700円  5時間以上：1,400円 
3歳以上児 5時間未満：500円 5時間以上：1,000円 

         ＊お弁当.おやつ.水筒を持参してください 
 ‐延長時間‐ 朝 7：00～7：30 夕 18：30～19：00 

(100円)     (100円) 
 
 
 
 

 



 

          保育理念 
            豊かな心の育ちを育みます 
         幼児教育の充実を図ります 
 
 
～目指す子ども像～ 

 

丈夫な体と感性あふれる心を育てる 
 
～保育方針～ 

一人ひとりを大切に、子どもの自己肯定感を育む 

        「個」を大切に、安心して自己発揮できるよう保育します 
 
    自分で考えたり試したりし、意欲と創造力を育む 
         一人ひとりの「やりたい」をかなえる保育をします 
 

友だちと仲良く遊ぶ中で、コミュニケーション力を育む 
「聴く」「話す」「歩み寄る」「喜び合う」の経験を大切にします 

 
相手を想うやさしい気持ちを育む 

         お年寄りや異年齢と豊かな心の交流を行います 
 
～強化活動～ 

自然体験：園外活動(遠足) 散歩 
健  康：幼児体操(体操教室) ラジオ体操 
人間関係：異年齢保育(あそぶんジャー) 
言  葉：英語で遊ぼう 言葉遊び(かるた作り) 
表  現：ipad リトミック 作品制作(絵画.版画) 
食  育：食育集会 味噌つくり 野菜栽培 

 
～保育園の生活～ 
  年齢や発達段階、体力に応じて一人ひとりを大切に育てていく生活の場です。子どもの

健全な成長のために「園だより・連絡帳・保育参観・個別の相談」を通して家庭との連絡
を密にし、相互の理解と信頼を深めながら子育てを行っています。 
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 保育園はこういうところ 
 
       

保護者やご家庭の方が何らかの事情（働いている・病気である・または病人の看護にあたって
いる）などにより、お子さんの保育ができない状態にある時、お子さんをお預かりする児童福
祉施設です。 

    ○保護者のニーズに合わせて、子育てと仕事の両立支援をしています。 
    ○保育園では、子どもの健全な発育の為に、家庭と連絡を取りながら互いに理解と信頼を深 

めあって保育をすすめます。 
 
 
 
  保育園では 
 
       

�����いろいろな年齢の子どもたちとのふれあいを通して「助け合う心」「感謝する心」「挑戦す 
る心」が育ちます。 

   �����簡単な決まりが守れて、集団の中で生活の仕方が少しずつわかるようになります。 
   �����食事・排せつ・着脱・清潔・睡眠など健康な生活に必要な習慣が身に付き、身の回りのこ

とが出来るようになります。 
   �����遊びや生活の中での様々な経験により、認識・運動能力・表現力・想像力・判断力・意欲

などが育ちます。 
 
 
 
 ニーズに応える保育園 
 
     【365日保育】 
       ・多種多様化する保護者の働き方を応援します。 

【乳児保育】 
・生後 3か月からお預かりします。 
・離乳食や生活リズムなど健康管理と衛生面には十分配慮しています。 

     【統合保育】 
・心身に障がいのあるお子さんを集団の中で保育します。 

     【延長保育】 
       ・保護者の就労状況により必要に応じて保育時間を延長します。 
     【一時預かり保育】 
       ・未就園児を一時的に保育します。 
     【子育て相談】 
       ・子育てに関する様々な相談をお受けします。 
 

 



 
クラス編成＆職員構成 

    
・園長 ・保育士 ・調理員 ・保育園士 ・フリー保育士 ・保育補助 

 
     ・年 長（5歳児）  うみ組 そら組 
     ・年 中（4歳児）  くじら組 いるか組 
     ・年 少（3歳児）  しろくま組 あざらし組 
     ・未満児（2歳児）  ぺんぎん組 らっこ組 
     ・未満児（1歳児）  かに組 
     ・未満児（0歳児）  かめ組 
 
 
 
 
 
     保育の時間帯         《３歳以上児》   時間  《３歳未満児》 
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                  ○毎月…誕生会 体位測定 避難訓練があります 
 
 
 
 
   入園式 保育参観    子どもの日の集い    親子遠足      七夕の集い 
   新入園児歓迎会      野菜植え       個人面談      祇園祭 
   保護者会総会      内科・歯科健診     フリー参観     プール開き 
                           バス遠足      防犯教室 
 
 
 
 
    夏まつり        敬老の集い      運動会        フリー参観 
    プール納め                 おにぎり遠足      クッキング 
                          内科・歯科健診      文化祭 
 
 
 
 
     発表会       新年お楽しみ会     豆まき        ひな祭り 
    クリスマス会      雪遊び        保育参観       お別れ会 
                                      卒園式 
                                     保護者会総会 
 
 
 

○年間、次のような経費がかかります。 
     ・保育料(0.1.2歳児)  口座引落（市）又は、現金振込 
     ・給食費(3.4.5歳児)  口座引落（株.リボーン）又は、現金徴収 
     ・特別保育料…延長保育料(おやつ含) 休日保育料 必要に応じた保育教材 

口座引落（株.リボーン）又は、現金徴収 
・保護者会費…月額一人 300円(半期ごと 5月と 10月に 1,800円集金) 

 
 
 

 
・個人情報取り扱い説明の確認書と肖像権の同意書の記入をお願いします。 
・(株)リボーン個人情報保護方針に基づいてプライバシーを守ります。 

     ・いただいた個人情報は、保育園用務以外に使用するものではありません。 
  

年間の主な行事 

必要経費 

個人情報保護方針について 



避難場所 
＊直江津中学校 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

保育園の給食は、子どもたちの健全な発育・発達・健康の維持増進の基盤です。 
みんなで一緒に食べる楽しい食事を通して心を育て望ましい食生活習慣の形成を図ります。 
 

《食育とは》 
  毎日口にする食べ物が、私たちの体をつくり成長させ活動源となり病気に抵抗する力を生み 

出します。乳幼児期からいろいろな経験を通して、身体に良い食べ物を選ぶ力を学び食への 
興味関心を持ち、生きる力を育んでいきます。 

  毎日の給食を通して食べることの大切さを伝え、食品やメニュー内容や食事のマナー(挨拶・ 
食べ方など)、衛生習慣(手洗い・歯磨き)についても実践の中で学びます。 
 

《内 容》 
 
    

 
 
 

 
�����0～2歳児は、完全給食で主食が出ます。 

     �����3～5歳児は、主食を家から持ってきてください。3歳以上児のごはん量の目安(115ｇ) 
     �����希望者には主食を提供(有料)します。   

月単位 1,000円  1日単位 60円 

 午前 昼 午後 

0歳児 月齢に応じた離乳食 

1.2歳児 おやつ 主食と副食 おやつ 

3.4.5歳児  副食 おやつ 

＊園医による健康診断と肥満度チェック(年 2回) 
＊歯科医による歯科検診(年２回) 
＊尿検査(４.5歳児） 
＊虫歯予防教室(年１回 ４歳児) 
＊フッ化物洗口(希望制 ４.5歳児) 
＊視力検査(４歳児) 
＊体位測定(月１回） 
＊登園時の健康観察(毎朝) 
＊家庭からの伝言及び通信による健康状態把握 
＊保護者からの連絡票による与薬 
＊食育指導に関する記録 
＊アレルギー児の個別対応(除去.代用食） 
＊発達状況調査票 
＊登園許可証 

健康管理 
＊遊具.用具の安全点検 
＊遊戯室.各保育室の点検 
＊災害給付制度の加入 
＊避難訓練(月１回) 
＊交通安全教室(年１回 ５歳児) 
＊幼児防犯教室・子ども安全教室 
     (年１回 3.4.5歳児) 
＊職員研修 

安全教育 

給食について 

災害時の対応 



 
 
 

 
1.食物アレルギー対応 
・給食の提供は、安全性を最優先し完全除去を基本とします。 
・主食や主となるおかず・おやつについては、可能な範囲で代替食を提供します。 
ただし、アレルギーの種類や状況によってはお弁当の持参をお願いすることがあります。 

・アレルギー対応食は、医師の指示書に基づいて行い保護者との面談により確認したうえ 
で実施します。 

 
2.薬の預かり 

薬については、医師の指示により保育時間内にどうしても服用等が必要な薬に限りお預 
かりしています。事前に保育園にご相談ください (別紙 1) 

 
3.予防接種 

入園前までに、お子さんの月齢に応じた予防接種を行っておいてください。詳しくは、 
市のホームページの「各種予防接種」でご確認ください。 

 
4.せいちょうのきろく及び母子手帳の活用 

保育園では、毎月身長と体重を測定し年 4回肥満度を算出します。その結果を『せいち
ょうのきろく』用紙及び母子手帳に記入していただくことで、肥満・やせ等の成長の変
化をいち早くキャッチできます。 
また、年 2 回の健康診断（内科・歯科）も実施しています。その結果を母子手帳の『2
発育の記録』に記入してください。 

 
5.フッ化物洗口 

1歳児から 3歳児までは、母子手帳の歯科健診時にフッ化物塗布を実施しています。 
    4.5歳児は保育園でフッ化物洗口を実施しています。 
 

6.病気やけがの対応 
   ・保護者へ連絡 ⇒ 緊急連絡カードにより連絡 
   ・登園時の視診と保護者からの伝達を大切にし、急な発熱や下痢・けが等、保育園での集 

団生活が困難な場合は、症状に応じて保護者に連絡をします。 
   ・医療機関には原則として、保護者の方に連れて行っていただきます。 
 

7.病児・病後児保育室の紹介 
    「発熱している」「全身状態が悪い」「感染症にかかり登園自粛中」などの場合は保育園 

では預かれませんので、病児・病後児保育室をご利用ください。詳細は、市のホームペ 
ージ「子育て支援→病児保育室・病後児保育室」をご覧ください。 

 
 
 

保健衛生について 



 

○保護者の住所・電話番号・職業・勤務先などの変更がありましたら、必ず教えてください。

(緊急時や災害・お子さんの病気やけが等で連絡することがあります) 

○毎日連絡帳を持ち帰りますので必ず目を通していただき、担任よりお知らせがあった場合は

サインをお願いします。また、ご家庭から連絡がありましたらお書きください。2.3.4.5 歳

児は毎月 1回保育園での様子をお知らせしますので、お家での様子をお書きください。保育

の参考にします。 

○連絡帳袋は毎日持たせてください。 

通園バック(黄色のナイロン製の袋)は落ち帰りましたら翌日保育園に戻してください。 

○提出物・集金はなるべく早めに、期日までに提出するようにご協力をお願いいたします。 

○給食は、実費徴収(3.4.5歳児)のため、欠席及び遅刻は 9時までに連絡をください。また、 

変更があった場合は、10時までに再度連絡をお願いします。 

○持ち物すべてに記名をお願いします。 

○車の送迎には、必ずチャイルドシートを装着してください。 

○お家の方が責任をもって送迎をしてください。他の人に託す場合は、必ず保護者の方が保 

育園に連絡をしてください。 

 
《駐車場について》 

○駐車場の出入りは下記の通りとします。朝、夕の送迎時間は大変混雑しますので、ルールを守
り事故のないように十分にご注意ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

入口専用                      

 
なおえつ保育園 

園舎 

園庭 

小屋                      

駐
車
場 

直江津中学校 

海浜公園 

正
面
玄
関 

出口専用                      

入口専用                      

保育園からのお願い 



入園にあたって準備していただくもの    
 
＊すべてのものに名前を書いてください 

                                                       
  

準備する用品 
0
歳
児 

1
歳
児 

2
歳
児 

3
歳
以
上
児 

①  

通園カバン 
③～⑧までの用品を入れます 

 ・わかりやすく大きく記名をお願いします 
 

○ ○ ○ ○ 

②  

連絡帳カバン 
 ・連絡帳や検温表を入れます 
 ・わかりやすく大きく記名をお願いします 
 ・留める所はスナップボタン又はマジックテープが 

良いです  18㎝×25㎝位 

○ ○ ○ ○ 

③  

お弁当箱・お弁当箱袋 
・自分で蓋ができるプラスティック 
製のもの 

・本体.蓋.袋ともにわかりやすく 
大きく記名をお願いします 

× × × ○ 

④  

箸.箸箱 
・箸は滑りにくく手に合った長さのもの 
・箸箱は自分で出し入れができるもの 
・箸 1本づつ記名をお願いします 

× × × ○ 

⑤  

スプーン・フォーク 
 ・箸は抜いて持ってきます 
 ・本体.スプーン.フォークともに大きく記名を 
  お願いします 

× ○ ○ × 

⑥  

コップ・コップ袋・歯ブラシ 
・手付きで使いやすいもの 
・歯ブラシは年齢に合ったもの 
  (歯磨き粉 キャップは要りません) 
・毎日洗ってコップ袋に入れます 
・それぞれに大きく記名をお願いします 

× ○ ○ ○ 

⑦  

マグカップ 
 ・月齢に応じて用意してください 
 ・わかりやすく大きく記名をお願いします ○ × × × 

⑧  

食事用エプロン 
・ハンドタオルの一片にゴムを通したもの 
・洗い替えが必要 
・わかりやすく大きく記名をお願いします 

 

○ ○ ○ × 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



 

⑨ 

お昼寝用まくら(フェイスタオル) 
 ・フェイスタオルを四つ折りにして使います 

縫い合わせないでください 
 ・わかりやすく大きく記名をお願いします 

○ ○ ○ ○ 

⑩ 

ハンカチ・ポケットティッシュ 
 ・ハンカチは毎日 2枚用意し 1枚はポケット 

もう 1枚は通園カバンに入れてきます 
 ・わかりやすく記名をお願いします 

× × ○ ○ 

⑪ 

ウエットティッシュ・ビニール袋 
（アイラップ） 

・給食とおやつ時に使います 
 ・ウエットティッシュ(ノンアルコール) 
 ・ビニール袋(23㎝×34㎝位のもの) 

○ ○ ○ × 

⑫ 

ズック・ズック袋 
 ・ズックは底が柔らかく履きやすいもの 
 ・ズック袋はズックを持ち帰る時に使います 
 ・わかりやすく記名をお願いします 
 ・ズックは保育園で購入できます 

× × ○ ○ 

⑬ 

お昼寝用敷布団 
毛布・タオルケット(季節毎にお知らせ) 
 ・敷布団にカバーを付けてください 

白布に大きく記名をして縫い付けてください 
     130㎝×60㎝位 
 ・毛布.タオルケットにも同じく白布で大きく記名をして縫い付けて

ください 

○ ○ ○ ○ 

⑭ 

布団袋 
 ・布団を洗濯で持ち帰る時に使います 
 ・わかりやすく大きく記名をお願いします ○ ○ ○ ○ 

⑮ 

着替え・着替え袋・汚れ物を入れるビニール袋(2～3枚) 
 ・着替え一式：シャツ.パンツ.ズボン.靴下 

上着など季節に合わせて調節し二組位保育園に 
置いておきます 

 ・着替え一式が入る大きさ 40㎝×35㎝位 
 ・すべてに記名をお願いします 

○ ○ ○ ○ 

⑯ 

紙おむつ・おしりふき 
 ・紙おむつは 1枚づつに記名を 

お願いします 
随時 20枚位を持ってきます 

 ・おしりふきは外袋に記名をお願 
  いします 

○ ○ ○ × 

⑰   

ティッシュボックス・雑巾(2枚) 
 ・随時 
 ○ ○ ○ ○ 



園服紹介              
 
～体操服～ 
  園生活を体操服に統一することで、地域の皆様に当園の園児ということを認知していただ 
  きやすくなり、その結果、子どもたちを見守る目が増え、防犯や安全の向上につながります。 

 
  また、集団生活における仲間意識(自分の仲間、居場所)をはぐくみ、社交性の向上を促し 
  たり、活動のしやすさから、保護者様も私服より、安心して外遊びや運動遊びが出来ると 

いう声をいただき、保護者様や子どもたちにとってメリットがあります。 
 
体操服半袖 体操服長袖 

����機能性 
                      「体操服」は、ニット生地で作られていて、 
                       動きに応じて生地が伸び自由な動きが出

来ます。 
ポリエステルは繊維の中に水分が入り込
まず、水や汗が生地の触れたときにはすぐ
さま拡散して蒸発します。この速乾性によ
り肌に感じるべたつき感を抑え、サラサラ
とした心地よい手触り感を維持すること
が出来ます。 

 
 
 
 
～教育パワーシューズ～ 
 子どもたちが一日の生活の中で一番長く履くのが「上履き」です。足の骨格は、幼児期から
小学校低学年の成長過程にほとんどが形成されます。 

 
正しい足の発育を促進するためには土踏まずの形成が重要で、それには素足で地面を歩くな
どの運動が大切です。この教育パワーシューズは、素足で地面を歩くような効果がありしっ
かりとした土踏まずが形成されます。 

 
����機能性 
・つま先部分が幅広で、素足のように 5本の指が 
自由に動かせる 

・かかと部分がしっかり固定できる 
・靴底は足指の付け根が曲がりやすい 
・弾力性に優れたインソール 

 



《保育園におけるくすりの取扱いのお願い》 別紙 1 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●まずは、くすりの飲み方をかかりつけ医に相談しましょう！ 
 かぜや感染症などで受診した際、「保育園に行っています。保育園でくすりを飲まなくてもい
いようにしてください」とお願いしてみてください。1日 2回の服用で済むくすりもあります。 
または、1日 3回でも、「朝、帰宅時、寝る前」の服用が可能か相談してみてください。 

 
●くすりを飲んでいることを保育園にお知らせください。 
 くすりを飲みながら登園する場合があるかと思いますが、くすりの影響で、「眠くなる、食欲
がなくなる、興奮する、発疹が出る」などの症状が出ることがあります。服薬中は子どもの
状態の変化にも目を配らなければならないので、「何のくすりを」「何日分出され」「朝・夕飲
んでいる」など、必ずお知らせください。 

 
●保育園でくすりを服用する場合 
 保護者と園との信頼関係において園の職員が保護者に代わり、くすりを服用させます。 
以下のことについてご協力ください。 

 
■園で取り扱うくすりは診察した医師が処方したものに限ります。 

・市販薬、自家製のくすり、また以前処方されて残っていたくすりや兄弟姉妹のくすり
は、お預かりすることができません。 

・坐薬の使用は原則として行いません。やむを得ず使用する場合は医師からの具体的な
指示書を添付してください。なお、使用に当たっては、その都度保護者にご連絡する
ことになりますのでご了承ください。また、初めて使用する坐薬については対応でき
ません。 

・「熱がでたら飲ませる」「せきが出たら…」というように症状を判断して与えなければ
ならない場合は、保育園としては判断できませんのでその都度保護者にご連絡するこ
とになりますことをご了承ください。 

保育園は健康な子ども達の集団生活の場であるという点及び与薬が医療行為とみなされる点
から、園では原則的にくすりの取扱いは行わないこととしています。お子さんのくすりは、本
来は、保護者が登園して与えていただくのですが、医師の指示などでやむを得ず与薬が必要に
なった場合に限り、お子様の健康を守るために、「くすりの連絡票」、「薬情報提供書」をお持
ちいただき、保護者に代わり与薬を行います。 
 園では、くすりの間違いがないよう気をつけていますが、万が一多くのお子さんのくすりが
重なった場合の誤薬防止のためにも、極力保育園でくすりを扱わないで済むよう医師・薬剤師
にご相談いただき、ご協力をお願いします。 
 
慢性疾患（気管支喘息、てんかん、糖尿病、アトピー性皮膚炎などのように経過が長引くよう
な病気）の治療、熱性けいれんの予防薬、その他医師の判断で治療上、薬の使用を必要とする
場合はご相談ください。 



■提出が必要な書類 
①くすりの連絡票（保護者が記入） 
②薬剤情報提供書（くすりについての注意事項を記載した文書） 

例）薬局でもらう「くすりの説明書」等 
 
■以下のような場合は、園で与薬できないことがあります。事前に、お子さんに保育園でくす 
りを飲むことを納得させていただくようお願いします。 

   ・服用を嫌がる、吐くなどして飲ませられないとき    
   ・くすりの連絡票がない場合 
 
■くすりを与える際の注意 

・くすりは当日与薬する分(1回分)のみ毎日持ってくる。水薬も 1回分を取り分ける。 
・薬包(くすりの袋)、水薬の容器には子どもの氏名をマジックなどで大きく記載する。 
・くすりの連絡票、薬剤情報提供書、薬を職員に手渡しする。 

 
■その他、ご不明な点がありましたら、お気軽に職員までご相談ください。 
 
  

 

くすりの連絡票 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

依頼者 

保護者名              

クラス名        くみ 

園 児 名              

連絡先(職場) 

連絡先電話番号 

主治医 （          ）病院・医院    電話番号： 

病名(症状)  

くすり 

① 処 方 令和  年  月  日に処方された   日分のうちの本日分 
② 保 管 ・室温 ・冷蔵庫 ・その他(        ) 
③ 剤 型 ・粉 ・液（シロップ） ・外用薬  ・その他(       ) 
④ 内 容  ・抗生物質 ・解熱剤 ・咳止め ・下痢止め ・かぜ薬 ・外用薬（   ） 

⑤ 服用時間 食前 ・ 食後 ・ その他(        ) 

⑥ 外用くすり
等の使用法 

 

⑦ 注意事項  
保育園 
記載欄 

与薬状況 
  月   日(  ) 
午前・午後   時   分   

投与者名：      

 
 
 
 
 



「登園許可書」をお願いする感染症 
 (医師の診断を受け「登園許可書」を記入していただきます) 

 

病 名 症 状 感染しやすい時期 登園のめやす 
インフルエンザ 悪寒.発熱.食欲不振.頭痛関節

痛.吐き気.下痢など 
症状のある間 
(発症前 24時間から発
熱後 3日程度までが最
も感染力が強い) 

発症した後 5日を経過
し、かつ解熱後 3日を
経過していること 

百日咳 風邪様の症状から次第に咳が
強くなる。1～2週間で特有
の咳(短い咳が連続的に出る)
となり、夜間に悪化。発熱は
あまり見られない。 

抗菌薬を服用しない場
合、咳が出た後 3週間
を経過するまで 

特有の咳が消える、又
は 5日間の抗菌性物質
製剤による治療が終了
していること。 

麻しん 
(はしか) 

発熱.結核の充血や目やにな
ど、熱が下がると頬の内側の
粘膜に発疹が全身に広がる。 

発症 1日前から発疹の
出現 4日まで 

解熱後 3日を経過して
から 

流行性耳下腺炎 
(おたふくかぜ) 

発熱、片側又は両側の耳下腺
が腫れ痛みを伴う。乳児、年
少児では感染しても症状が出
ないことがある。 

耳下腺の腫れる前 3日
から耳下腺の腫れが出
た後 4日間は感染力が
強い。 

晴が出た後 5日経過
し、かつ全身症状が良
好になっていること。 

風しん 
(三日はしか) 

発熱と全身に赤みのある発
疹、首や耳の後ろなどのリン
パ節の腫れ 

発疹出現の前 7日から
後 7日間位 

発疹が消失してから 

水痘 
(水ぼうそう) 

発疹は全身に見られ、紅斑、
水疱、かさぶたの順に変化。 
発疹はかゆみをともなう 

発疹出現 1～2日前か
らかさぶた形成するま
で 

すべての発疹がかさぶ
た化していること 

咽頭結膜炎 
(プール熱) 

39℃前後の高熱、のどの痛
み、結膜炎 

発熱、目の充血などの
症状が出た数日間 

おもな症状(発熱、咽
頭発赤、目の充血)が
消失してから 2日経過
後 

結核 発熱、咳、呼吸困難、チアノ
ーゼ 

喀痰の塗抹検査が陽性
の間 

医師により感染の恐れ
がなくなったと認める
まで 

髄膜炎菌性 
髄膜炎 

発熱、頭痛、痙攣、意識障害
など 

有効な治療を開始して
24時間経過まで 

医師により感染の恐れ
がなくなったと認める
まで 

流行性角結膜炎 
(はやり目) 

目の充血、ひどい目やに 充血、目やになどの症
状がでた数日間 

感染力が強いため結膜
炎の症状が消えてから 

急性出血性 
結膜炎 

急性結膜炎で結膜出血が特徴 ウイルス排出は呼吸器
から 1～2週間、便か
らは数週間から数か月 

医師において感染の恐
れがないと認められる
まで 

腸管出血性 
大腸菌感染症 
 
 
 

激しい腹痛、頻回の水様便、
さらに血便、発熱は軽度 
 
 

便中に菌が排せつさ
れている間 
 
 
 
 

症状が治まり、か
つ、抗菌薬による治
療が終了し、48時間
をあけて連続 2回の
検便によって、いず
れも菌陰性が確認さ
れたもの 



 
 
 

病 名 症 状 感染しやすい時期 登園のめやす 

感染性胃腸炎 発熱、嘔吐、下痢 症状のある間と症状が
消えた後 1週間(量は
減少するが、数週間 
はウイルスを排泄) 

嘔吐、下痢などの症状
が治まり、普段の食事
がとれること 

溶連菌感染症 突然の高熱、のどが赤く腫
れ、痛みを伴い、舌がいちご
のように赤くプツプツになる
(いちご舌)。かゆみを伴う発
疹など。 

適切な抗菌薬治療を開
始する前と開始後 1日
間 

抗菌薬服用後 24～48
時間経過していること 
＊ただし、治療の継続
は必要 

伝染性紅斑 
(りんご病) 

軽い風邪症状の後、頬が赤く
なったり、手足の紅斑が出る 

風邪症状発現から顔に
発疹が出現するまで 

全身状態が良いこと 

手足口病 水疱性の発疹が口の中、手の
ひら、足の裏などに出る。口
内炎がひどく食事がとれない
ことがある。 

手足や口の中に水疱・
潰瘍ができた数週間 

発熱がなく(解熱後 1
日以上経過し)普段食
事がとれること 

ヘルパンギーナ 39℃前後の高熱、のどの痛
み。のどの痛みがひどく食事
がとれないことがある。 

急性期の数週間(便中
に 1か月程度ウイルス
を排泄) 

発熱がなく(解熱後 1
日以上経過し)普段食
事がとれること 

マイコプラズマ
感染症 

乾いた咳が徐々に痰が絡む咳
となる。解熱後も 3～4週間
咳が続くことがある。 

適切な抗菌薬治療を開
始する前と開始後数日
間 

発熱や激しい熱が治ま
っていること 

RSウイルス 発熱、鼻水、咳、ぜいめい、
呼吸困難など 

呼吸器症状がある間
(通常は 3～8日間、乳
児では 3～4週間) 

呼吸器症状が消失し、
全身状態が良いこと 

A型肝炎 急激な発熱、全身のだるさ、
食欲なく、嘔吐、黄疸 

発症 1～2週間前がも
っとも排泄量が多い 

肝機能が正常であるこ
と 

Ｂ型肝炎 無症状に経過することが多い
急性肝炎の場合は A型肝炎
と同様な症状 

B型感染ウイルスが検
出される期間 

急性肝炎の症状が消失
し、全身状態が良いこ
と 

アタマジラミ 多くは無症状だが、吸血部分
にかゆみを訴えることがある 

産卵から最初の若虫が
孵化するまでの期間
(10～14日) 

駆除を開始しているこ
と 

伝染性軟属腫
(水いぼ) 

丘疹が手、足、胸、脇などに
数個～数十個くらいでる 

感染力は強くないが、
直接水いぼに触れると
感染 

かきこわし傷から液が
出ているときは、おお
いかぶせる 

伝染性膿痂 
(とびひ) 

引っかき傷に細菌感染し、び
らんや水疱をつくり、かゆみ
をともなう 

効果的治療開始後 24
時間まで 

湿疹が乾燥するか、
湿潤液が少なく部位
がおおわれているこ
と 

突発性発疹 38℃以上の高熱が 3～4 日間
続いた後、解熱とともに体幹
部を中心に鮮紅色の発疹が出
る 

感染力は弱いが、発熱
中は感染力がある 

解熱後 1日以上経過
し全身状態が良いこ
と 



・保育園は乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団発症や流行をできるだけ防ぐこと
で、一人一人の子どもが一日快適に生活できるよう、下記の感染症について登園許可証の発行をお願い
します。 

・感染力のある期間に配慮し、子どもの健康回復状態が集団での園生活が可能な状態となってからの登園
となりますようご配慮ください. 

 
登園許可証  

【保護者記入欄】 
 

（        ）保育園（      ）組（   歳児）氏名（         ）  
 
 下記の感染症に罹患しましたが、本日の診察では集団生活に支障がないと認められますので下記の
期日より登園して差し支えありません。 

 
病名  （主治医記入欄・・・該当に○をお願いします。） 

感染症の区分  病     名  

第２種 

・インフルエンザ  
・百日咳   
・麻疹（はしか）  
・流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）  
・風疹（三日はしか）  

・水痘（水ぼうそう）  
・咽頭結膜熱（プール熱）  
・結核 
・髄膜炎菌性髄膜炎  

第３種  
・流行性角結膜炎（はやり目）  
・急性出血性結膜炎   
  

・腸管出血性大腸菌感染症  

第３種  
その他  

・感染性胃腸炎  
・溶連菌感染症  
・手足口病  
・伝染性紅斑（リンゴ病）  
・ヘルパンギーナ  
・マイコプラズマ感染症  

・ＲＳウイルス  
・Ａ型・Ｂ型肝炎  
・アタマジラミ  
・伝染性軟属腫（みずいぼ） 
・伝染性膿痂疹（とびひ）  
・突発性発疹  

 
登園しても良いと認められる月日   令和   年   月   日から  

 
  登園にあたって 

の注意事項 
  

令和   年   月   日  
 
                   医療機関名  
 
                   医  師  名                        印  
 



《苦情等の解決責任者》 
○保護者からの苦情等を随時受付
します。 

○苦情等を申し出た保護者との解
決に努めます。 

○必要に応じて第三者委員の立会
い・助言を求めます。 

○苦情等の解決結果や改善状況な
ど、保護者及び第三者委員に報告
します。 

苦情 

要望・意見 

立会い・助言の要請 

苦情解決結果の報告 

立会い・ 
助言の要請 

苦情解決結果
の報告 

(第 1号様式) 
(第 3号様式) 

(第 3号様式) 

(第 3号様式) 

︵
第
2
号
様
式
︶ 

「苦情等の相談及び解決に関する制度」の仕組み 
なおえつ保育園 

 
 
 保護者 

第三者委員 

苦情等の受付担当者 
担当 主任保育士：羽鳥 千恵 

《苦情等の受付担当者》 
○保護者からの苦情等を随時受付
します。 

○受け付けた苦情等を解決責任者
に報告します。 

○受付から解決・改善までの経過と
結果について書面に記録します。 

《保育課》 
○保護者からの苦情等を随時受付し
ます。 

○受け付けた苦情等を受け付け担当
者に報告します。 

○責任者の要請により第三者委員を
招集し、第三者委員立会いによる
話し合いに同席します。 

《第三者委員》 
○保護者からの苦情等を直接でも随時受け
付けます。 

○受け付けた苦情等を受け付け担当者に報
告します。 

○必要に応じて、保護者と解決責任者の話し
合いへの立ち会い・助言を行います。 

○解決責任者より、苦情等の解決結果や改善 

※投書等匿名の苦情 
第三者委員に報告するとともに、必要な対応を行います。 

苦情等の解決責任者 
責任者 園長：宮本 美智子 

上越市保育課 
責任者 保育課長 

苦情 要望・意見 

苦
情
等
の
連
絡 

苦
情
等
の
連
絡 

報
告 

苦
情
等
の
連
絡 

苦
情
・
意
見
・
要
望 

苦
情
等
の
内
容
の
確
認
・
報
告
を
受
け
た
旨
の
通
知 

苦情解決結果
の報告 

苦情 

要望・意見 

《第三者委員名簿》 
第三者委員：土肥 善昭 

電話番号：543-4062 

 

第三者委員：石田 良子 

 電話番号：543-2531 
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